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一
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八
〇
円
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む
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一
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号
外
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十
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令
和
元
年

七
月
十
二
日　

山
梨
県
公
報
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次

　
　
　
　

条　
　
　

例

○
山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

設
置
及
び
管
理
条
例	

三

○
山
梨
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例	

三

○
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
二

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
の

	

四
三

　

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
四

○
山
梨
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
四

○
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
五

○
山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
及
び

	

四
五

　

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
五

○
山
梨
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
六

○
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

六
六

○
山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

六
六

　
　
　
　
　
　

条
例
の
あ
ら
ま
し

○�　

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

設
置
及
び
管
理
条
例
（
条
例
第
二
号
）	

（
子
ど
も
福
祉
課
）

1
	　

社
会
生
活
へ
の
適
応
が
困
難
と
な
っ
た
児
童
に
対
し
て
心
理
に
関
す
る
治
療
、
生
活
指
導
等
を
行

い
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
児
童
心
理
治
療
施
設
を
設
置

す
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

児
童
心
理
治
療
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑴　

名
称　

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜

　
　

⑵　

位
置　

甲
府
市

　

㈡　

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
に
所
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例
（
条
例
第
三
号
）
（
森
林
環
境
総
務
課
）

1
	　

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
施
策
の

実
施
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
山
梨
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
を
設
置
す
る
こ
と
と

し
た
。

2
	　

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

3
	　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

4
	　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を

定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

5
	　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
こ

と
と
し
た
。

6
	　

基
金
は
、
法
に
定
め
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
一
般
会
計

歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

7
	　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

8
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）
（
人
事
課
）

1
	　

地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
次
の
改

正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
、
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
及
び
山

梨
県
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
し
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈡　

そ
の
他
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）
（
市
町
村

課
）

1
	　

選
挙
長
等
に
対
す
る
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

職　
　
　
　
　

名

報　
　
　
　

酬　
　
　
　

額

改　

定　

後

改　

定　

前



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

二

選
挙
長　

選
挙
長
職
務
代
理
者

一
日
に
つ
き

一
〇
、
八
〇
〇
円

一
日
に
つ
き

一
〇
、
六
〇
〇
円

選
挙
分
会
長　

選
挙
分
会
長
職
務
代
理
者

審
査
分
会
長　

審
査
分
会
長
職
務
代
理
者

選
挙
立
会
人

一
日
に
つ
き

八
、
九
〇
〇
円

一
日
に
つ
き

八
、
八
〇
〇
円

審
査
分
会
立
会
人

2
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）
（
人
事
課
）

1
	　

最
近
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
勤
務
時
間
制
度
の
弾
力
的
な
運
用
に
よ
り
多
様
な
働
き
方
を

可
能
と
す
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

休
憩
時
間
の
分
割
、
延
長
、
短
縮
及
び
追
加

　
　

⑴	　

障
害
を
有
す
る
場
合
に
、
休
憩
時
間
の
分
割
、
延
長
、
短
縮
及
び
追
加
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

　
　

⑵　

在
宅
勤
務
を
す
る
場
合
に
、
休
憩
時
間
の
延
長
及
び
追
加
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

⑶	　

通
勤
等
に
よ
り
混
雑
す
る
時
間
帯
を
避
け
る
た
め
通
勤
時
間
を
変
更
す
る
場
合
に
、
休
憩
時

間
の
短
縮
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈡　

早
出
遅
出
勤
務

　
　

⑴	　

公
務
に
関
す
る
能
力
の
向
上
に
資
す
る
修
学
を
す
る
場
合
に
、
早
出
遅
出
勤
務
が
で
き
る
こ

と
と
し
た
。

　
　

⑵　

障
害
を
有
す
る
場
合
に
、
早
出
遅
出
勤
務
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

⑶	　

通
勤
混
雑
の
緩
和
の
た
め
の
時
差
通
勤
を
行
う
場
合
に
、
早
出
遅
出
勤
務
が
で
き
る
こ
と
と

し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）
（
財
政
課
）

1
	　

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
定
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

　

㈠　

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈡　

採
石
業
務
管
理
者
試
験
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈢	　

毒
物
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
申
請
に
係
る
経
由
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈣　

電
気
工
事
士
免
状
交
付
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
）
（
消
防
保
安

課
）

1
	　

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
定
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

　

㈠　

山
梨
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

危
険
物
取
扱
者
試
験
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈡　

山
梨
県
火
薬
類
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

火
薬
類
保
安
責
任
者
試
験
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈢	　

山
梨
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈣	　

山
梨
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
改
正

　
　
　

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
試
験
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
）

（
産
業
人
材
育
成
課
）

1
	　

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
技
能
検
定
試
験
手
数
料

の
実
技
試
験
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
警
察

関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
号
）
（
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課
）

1
	　

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
定
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

　

㈠　

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
相
続
承
認
申
請
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

　

㈡　

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
　

⑴　

猟
銃
等
取
扱
講
習
会
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
。

　
　

⑵　

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
一
号
）
（
出
納
局
会
計
課
）

1
	　

自
動
車
の
保
管
場
所
証
明
に
係
る
手
数
料
の
納
付
等
に
お
け
る
県
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た

め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

三

　

㈠	　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
等
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
証
紙

に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈡	　

納
人
の
利
便
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方

法
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
二
号
）
（
税
務
課
）

1
	　

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
三
十
五
万
円
以
下
で
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
ひ
と

り
親
を
個
人
県
民
税
の
非
課
税
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈡	　

特
別
法
人
事
業
税
の
創
設
に
伴
い
、
消
費
税
率
十
パ
ー
セ
ン
ト
段
階
に
お
い
て
復
元
さ
れ
る
法

人
事
業
税
（
所
得
割
・
収
入
割
）
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈢	　

消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
対
応
と
し
て
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま

で
の
間
に
取
得
し
た
自
家
用
乗
用
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
税
率
を
一
パ
ー
セ
ン

ト
分
軽
減
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈣　

自
動
車
税
種
別
割
の
税
率
の
引
下
げ
等
に
つ
い
て

　
　

⑴	　

令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
乗
用
車
か
ら
税
率
を
引
き
下

げ
る
（
恒
久
減
税
）
こ
と
と
し
た
。

　
　

⑵	　

令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
乗
用
車
に
係
る
グ
リ
ー
ン
化

特
例
の
適
用
対
象
を
、
電
気
自
動
車
等
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈤　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
1
㈠
、
㈢
及
び
㈣

に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
三
号
）
（
企

業
局
総
務
課
）

1
	　

下
釜
口
発
電
所
の
常
時
使
用
水
量
の
変
更
に
伴
い
、
下
釜
口
発
電
所
の
常
時
出
力
を
改
め
る
こ
と

と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
四
号
）
（
教
育
庁
高
校
改
革
・

特
別
支
援
教
育
課
）

1
	　

山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
う
ぐ
い
す
の
杜
学
園
を
甲
府
市
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

条　
　
　

例

　

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

設
置
及
び
管
理
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
二
号

　
　
　

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

設
置
及
び
管
理
条
例

（
設
置
）

第�

一
条　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
三
条
の
二
の
児
童
心
理
治
療

施
設
（
次
条
に
お
い
て
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条　

児
童
心
理
治
療
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜

甲
府
市

（
職
員
）

第
三
条　

山
梨
県
立
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
に
所
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
三
号

　
　
　

山
梨
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例

（
設
置
）

第�

一
条　

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
第

三
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
山
梨
県
森

林
環
境
譲
与
税
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

四

（
管
理
）

第�
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第�

四
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第�

五
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第�

六
条　

基
金
は
、
第
一
条
の
施
策
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
一
般
会

計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第�

七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
四
号

　
　
　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
の
九
を
削
る
。

　

	　

第
八
条
の
十
中
「
任
期
付
職
員
法
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
前

条
」
を
「
第
六
条
か
ら
第
八
条
の
五
ま
で
」
に
、
「
当
該
規
定
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
、

同
条
を
第
八
条
の
九
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
月
額
）

　

第	

八
条
の
十　

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
第
二
号

会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
の
五
ま
で
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
そ
の
内
容
が
類
似
す
る
職
務
に
従
事

す
る
常
勤
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号

給
の
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
職
務
の
内
容
、
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
な
る
知
識
、
技

術
及
び
経
験
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が
決
定
す
る
。

　

2
	　

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
の
級
は
、
各
給
料
表
に
お
け
る
職
務
の
級
一
級
（
当
該
第

二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
そ
の
内
容
が
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
の
職
務

が
、
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
薬
剤
師
、
医
療
職
給
料
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け

る
保
健
師
、
看
護
師
及
び
技
師
並
び
に
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
研
究
員
及
び
学
芸
員
の

そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
相
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
職
務
の
級
二
級
）
と
す
る
。

　

3
	　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員

（
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
特
例
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額

は
、
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

一	　

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
そ
の
内
容
が
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
職
員

が
い
な
い
場
合

　
　

二	　

全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
基
準
に
よ
り
給
料
月
額
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
場
合

　
　

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
中
「
、
第
十
六
条
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

　

4
	　

第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
四
条
の
四
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
五

条
か
ら
第
二
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計

年
度
任
用
職
員
（
特
例
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
は
適
用
し
な
い
。

　

5
	　

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
（
特
例
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
任
期

が
六
月
未
満
で
あ
る
も
の
（
任
期
の
満
了
後
引
き
続
き
同
一
の
職
務
の
内
容
の
職
に
任
用
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
当
該
任
期
と
直
前
の
会
計
年
度
に
お
け
る
任
期
と
の
合
計
が
六
月
以
上
と
な
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
ほ
か
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
二
条
の
三
ま
で

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

6
	　

第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
の
五
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条

の
二
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
例
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に

は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
決
定
し
た
場
合
に
限
り
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

8
	　

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
休
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ

の
休
職
の
期
間
中
、
い
か
な
る
給
与
も
支
給
し
な
い
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

五

　

	　

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
」
を
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同

条
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除

く
。
）
」
を
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
」
に

改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

六

別表第一（第六条関係）
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山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

七

- 13 - 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

八

- 14 - 



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

九

- 15 - 

別表第二（第六条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
元
年
七
月
十
二
日

一
〇

381,700 450,400 504,000 557,500
382,700 452,100 505,300 558,400
383,700 453,900 506,600 559,300
384,500 455,700 507,900 560,200

385,400 457,600 508,900 561,000
386,300 458,800 510,200 561,900
387,000 460,000 511,500 562,800
387,900 461,200 512,800 563,700

388,600 462,400 513,800 564,600
389,500 463,400 514,600 565,500
390,300 464,400 515,400 566,400
391,100 465,400 516,200 567,100

391,600 466,200 517,100 568,000
392,100 466,900 517,900 568,900
392,500 467,600 518,800 569,800
393,000 468,300 519,600 570,700

393,300 469,000 520,500 571,600
469,700 521,400
470,400 522,100
471,000 523,000

471,300 523,900
472,000 524,700
472,700 525,600
473,400 526,500

473,800 527,300
474,400 528,200
475,100 529,100
475,800 529,800

476,200 530,600
476,800 531,500
477,400 532,400
477,900 533,300

478,500 534,100
479,000 535,000
479,500 535,900
480,000 536,800

480,400 537,600
481,000 538,500
481,400 539,400
481,900 540,300

482,400 541,100
483,000
483,600
484,000

484,500
485,100
485,700
486,300

486,800

296,200 338,600 393,000 466,000

備考　この表は、病院、保健所等で人事委員会の指定するものに勤務する医師及び歯科医師で人事委員会
　　規則で定めるものに適用する。
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